
 平成２９年度 鹿行広域事務組合職員採用試験案内  

鹿行広域事務組合職員の採用試験を次のとおり行いますのでお知らせいたします。 

１ 試験区分，採用予定人員及び受験資格 

試験区分 
採用予定 
人  員 

学歴区分 受  験  資  格 

一般事務 １ 名 

Ａ 

（大卒等） 

昭和６２年４月２日から平成８年４月１日まで

に生まれた方で，学校教育法による大学（短期大

学を除く。）を卒業した方又は平成３０年３月 

３１日までに卒業見込みの方 

Ｂ 

（短大・高卒等） 

平成４年４月２日から平成１２年４月１日まで

に生まれた方で，学校教育法による高等学校若

しくは短期大学を卒業した方又は平成３０年 

３月３１日までに卒業見込みの方 

上記の受験資格に該当する人であっても，次のいずれかに該当する人は受験できません。 

ア 日本国籍を有しない者 

イ 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

ウ 禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者 

エ 鹿行広域事務組合職員として懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から２年を経過して

いない者 

オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の

団体を結成し又はこれに加入した者 

 

２ 試験の方法等 

  試験は，第１次試験，第２次試験及び資格調査とし，第２次試験は第１次試験合格者に対し

てのみ行います。 

 ⑴ 第１次試験 

試 験 方   法 

教養試験 

Ａ 

大学卒等 

公務員として必要な一般知識，知能について大学で履修した 

程度の問題について，択一式による筆記試験を行います。 

Ｂ 

短大・高卒等 

公務員として必要な一般知識，知能について高校で履修した 

程度の問題について，択一式による筆記試験を行います。 

適性試験 職場における対人関係並びに職務及び職場への適応性の検査を行います。 

作文試験 
主として文章表現力等について試験を行います。 

※ 作文については，教養試験が基準点に達しない方については採点しません｡ 

 ⑵ 第２次試験 

試 験 方   法 

集団討論試験 
一定のテーマで相手の話を聴き，理解したうえで自分の意見を論理的に

話す能力等について評定を行います。 

面接試験 ０ 個別面接により，主として人物について評定を行います。 

 ⑶ 資格調査 

受験資格の有無等の調査及び健康診断 



３ 試験日及び場所 

区 分 試 験 日 試  験  会  場 

第１次試験 平成２９年１１月２６日（日） 
鉾田合同庁舎大会議室（本庁舎 3階） 

（鉾田市鉾田 1367-3） 

第２次試験 平成３０年１月中旬予定  ０ （第１次試験合格者に通知します。） 

 

４ 合格者の発表及び採用時期 

区 分 発表期日 発表方法 採用予定時期 

第１次試験 平成 29年 12月中旬予定 組合ホームページに受験番号

を掲示するほか，合格者に対し

てのみ本人宛に通知します。 

平成 30年 4月 1日 

第２次試験 平成 30年 2月上旬予定 

 

５ 給与 

  給料は，当組合職員の給与に関する条例，規則に基づき支給されます。このほか，扶養手当，

住居手当，通勤手当，時間外勤務手当，期末手当，勤勉手当等が支給されます。 

 

６ 受験手続及び受付期間 

 ⑴ 申込書の請求 

   鹿行広域事務組合事務局に請求してください。 

   郵送で請求する場合は，あて先を明記して 120 円切手を貼った返信用封筒（角２サイズ）

を必ず同封してください。 

 ⑵ 受験申込先及び問い合わせ先 

〒311-1517 鉾田市鉾田 1367-3 鉾田合同庁舎本庁舎３階 

   鹿行広域事務組合事務局 ℡ 0291-33-5023 

 ⑶ 受付期間 

   平成２９年１０月２日（月）～１１月７日（火） 

   申込みは，月曜日から金曜日まで（祝日を除く。）の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分ま

でとし，鹿行広域事務組合事務局に持参するか郵送してください。郵便の場合は，１１月  

７日までに到着したものに限り受け付けます。 

 ⑷ 提出書類等 

  ア 申込書  １部（所定の申込用紙を使用し，写真を貼付すること。） 

  イ 受験料  不要 

  ウ 郵便申込みの場合だけ，あて先を明記して 242 円（特定記録料金含む。）切手を貼った

封筒（長３サイズ）を同封すること。 

 ⑸ その他 

   申込みをされた受験者には受験票を交付します。 

 

７ その他 

 ⑴ 受験資格について，最終学歴と異なる学歴区分で受験することはできません。また，「卒  

業見込」で合格後に卒業できない場合は合格を取り消します。 

 ⑵ 受験申込書などに記載漏れや虚偽の記載があった場合は，試験に合格しても合格を取り消

す場合がありますので注意してください。 


